
対象 制度 概要 申請期間 問合せ

すべての人 ➡
【給付】
特別定額給付金

１人につき一律 10 万円
※令和２年 4 月 27 日時点で栗
東市の住民基本台帳に登録され
ている人

8月10日まで

（当日消印有効）
※郵送またはオ

ンライン申請

➡
特別定額給付金等

推進室
☎ 551-0138

上水道・下水道・農
業集落排水の全使用
契約者

➡
【減免】★
水道料金・下水道使用料の減免

水道料金の基本料金・下水道使
用料の基本使用料を全額免除
◦水道料金…６～７月検針分の

基本料金
◦下水道使用料…６～７月検針

分の基本使用料

申請手続不要 ➡

上下水道課 上下水道
管理係

☎ 551-0135
ＦＡＸ 554-3866

➡
【減免】★
農業集落排水施設使用料の減免

農業集落排水施設使用料の６月
～７月検針分の基本使用料を全
額免除

申請手続不要 ➡
農林課　土地改良係

☎ 551-0125
ＦＡＸ 551-0148

失業や減収で住居を
失ったまたはそのお
それがある人

➡
【給付】
住居確保給付金

離職などにより経済的に困窮
し、住居を失った、またはその
おそれがある人に対し、住居確
保給付金を支給

随時 ➡

社会福祉課 
生活困窮者自立支援係

☎ 551-0118
ＦＡＸ 553-3678

➡
【その他】
市営住宅への入居（一時使用）

社宅などから退去となり住居を
失った人
募集する住戸：５戸

（安養寺団地：４戸、下戸山団地：１戸）

随時 ➡
住宅課 住宅係
☎ 551-0347
ＦＡＸ 552-7000

失業や減収で生活が
維持できない人

➡
【貸付】
生活福祉資金特例貸付

「緊急小口資金」

一世帯につき 1 回限り 10 万円以内
※学校などの休業、個人事業主など
の場合は 20 万円以内の貸付も可能

随時 ➡
栗東市社会福祉協議会

☎ 554-6105
ＦＡＸ 554-6106

➡
【貸付】
生活福祉資金特例貸付

「総合支援資金特例貸付」

単身世帯：月 15 万円以内
２人以上：月 20 万円以内

随時 ➡

ひとり親家庭または
寡婦で、収入が減少
し生活が困難な人

➡
【貸付】
母子父子寡婦福祉資金貸付金

「生活資金」

直近３か月の給与の平均月収に
就労できない期間を掛けた金額

（上限 105,000 円）
随時 ➡

子育て応援課 
児童・家庭福祉係

☎ 551-0114
ＦＡＸ 552-9320

新型コロナウイルスに
感染し、会社などを休
み、給料・報酬が受け
られなかった人

➡
【給付】
国民健康保険傷病手当金

国民健康保険の加入者で、新型
コロナウイルス感染症に感染し
たことによる療養のため、会社
を休み一定の要件を満たした人
に支給

随時 ➡

保険年金課 
国民健康保険係

☎ 551-1807
ＦＡＸ 553-0250

➡
【給付】
後期高齢者医療制度傷病手当金

後期高齢者医療の加入者で、新
型コロナウイルス感染症に感染
したことによる療養のため、会
社を休み一定の要件を満たした
人に支給

随時 ➡

保険年金課 
高齢者医療係
☎ 551-0361
ＦＡＸ 553-0250

◆生活支援

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策

広報りっとう６月号お知らせ版掲載の支援ガイド改訂版です。

本市や県、国の主な経済支援についてお知らせします。

一覧の中で、★印のあるものは、市独自の制度または市が県・

国の制度に上乗せをする制度です。

各種申請手続きで窓口が込み合うことが予測されます。制度

の詳しい内容や具体的な手続きについては、各担当に電話でお

問合せいただくか、市ホームページをご覧ください。

※令和２年６月29日現在の内容です

◆休業補償

◆操業補償

対象 制度 概要 申請期間 問合せ

小学校などの臨時
休校などにより仕
事ができなくなっ
た人（保護者）

➡
【給付】
小学校休業等対応支援金

一定の要件を満たす「委託を受
けて個人で仕事をする人」（保
護者）に、１日当たり 4,100 円
を支給

随時 ➡

学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助
成金コールセンター
☎ 0120-60-3999

受付時間 :
９:00 ～ 21:00

（土・日・祝日含む）

対象 制度 概要 申請期間 問合せ

新型コロナウイル
ス感染症による影
響で、被害が見込ま
れ、事業継続に支障
をきたしている林
業・木材産業者

➡
【保証】
林業・木材産業災害復旧対策保証

新型コロナウイルス感染症によ
る影響に対応するために必要な
新たな資金を保証

随時 ➡

（独）農林漁業
信用基金

林業信用保証
業務部業務課

☎ 03-3294-5585
☎ 03-3294-5586

令和２年２月から
４月の間に、高収
益作物（野菜・花き・
果樹・茶）について、
出荷または出荷で
きずに廃棄した実
績がある生産者

➡
【交付金】★
高収益作物次期作支援交付金

外食需要の減少により市場価格
が低落するなどの影響を受けた
野菜・花き・果樹・茶などの高
収益作物について、次期作に前
向きに取り組む生産者を支援
◆交付単価　10a あたり５万円

（市の上乗せ補助あり）

詳細は右記へ ➡

栗東市農業再生
協議会

（農林課内）
☎ 551-0124
ＦＡＸ 551-0148

新型コロナウイル
ス感染症により影
響を受けた小規模
事業者

【給付】★
栗東市小規模事業者事業継続応
援給付金

市内の小規模事業者で、令和２
年２月から６月のいずれか任意
の３か月の事業の売上高が前年
同月比 30％以上減少している
事業者へ給付金を支給
１事業者あたり 15 万円
地代家賃のある方は５万円を加算

７月 15 日
～９月 30 日

（原則郵送での
受付）

栗東市商工会
☎ 552-0661

商工観光労政課
商工振興係

☎ 551-0236
ＦＡＸ 551-0148

国の「小規模事業者
持続化補助金（コロ
ナ対応型）」の採択
を受けた市内小規
模事業者

➡
【補助金】★
小規模事業者持続化補助金

新型コロナウイルス感染症によ
る経営上の影響を受けながらも
販路開拓などに取り組む市内小
規模事業者に補助金を支給

随時 ➡

滋賀県中小企業振
興資金の融資を受
けた中小企業など

➡
【利子補給】★
栗東市セーフティネット資金利
子補給金

新型コロナウイルス感染症の影
響により経営安定に支障を生じ
ている滋賀県中小企業振興資金

（セーフティネット資金）の融
資を受けた中小企業者などに利
子補給を実施　
毎年払い込み利子の一部を利子
補給（１年当たり１事業者につ
き上限 15 万円）

令和３年１月
から受付開始

➡

商工観光労政課
商工振興係

☎ 551-0236
ＦＡＸ 551-0148

新型コロナウイル
ス感染症により影
響を受けた中小企
業者

➡
【融資】
セーフティネット保証４号認定

市内の事業者で、業績悪化（売
り上げが前年同月比 20％以上
減少している）などの要件を満
たす事業者に融資

９月１日まで
※指定期間が
延長される場
合があります

➡

➡
【融資】
セーフティネット保証５号認定

指定業種に属する事業を行う事
業者で、業績悪化（売り上げが
前年同月比５％以上減少してい
る）などの要件を満たす事業者
に融資

随時 ➡

➡
【融資】
セーフティネット保証６項認定

市内事業者で、業績悪化（売り
上げが前年同月比 15％以上減
少している）などの要件を満た
す事業者に融資

随時 ➡

市ホームページ
「新型コロナウイルス

感染症に関するお知らせ」

項目 補助率

国補助金
3 分の 2 または４分の３

（上限 100 万円）

市上乗せ補助 3 分の 2（上限 33 万円）

新規

新規

新規

滋賀県 

新型コロナ対策パーソナルサポート もしサポ滋賀

厚生労働省

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）

スマホのＬＩＮＥアプリで友だち登録をし、訪

れた施設やイベント会場にある QR コードを

読み込むことで、その利用者や参加者に感染者

が出た場合に通知をします。

アプリをインストール・利用登録をすると、

Bluetooth を介して利用者同士の接触を記録

します。感染者（匿名）と接触をしていた場合、

アプリで通知を受け取ることができます。

子育て支援についてはＰ４へ→

- ３ -- ２ -



内容 問合せ

市税の徴収猶予 税務課　納税推進室　　　　　　　　☎ 551-0107

国民健康保険税の減免 税務課　市民税係　　　　　　　　　☎ 551-0106

国民健康保険の病院等で支払う一部負担金の減免（入院費に限る）保険年金課　国民健康保険係　　　　☎ 551-1807

国民年金保険料の免除・猶予 保険年金課　年金係　　　　　　　　☎ 551-0112

後期高齢者医療保険料の徴収猶予、減免 保険年金課　高齢者医療係　　　　　☎ 551-0361

介護保険料の徴収猶予、減免 長寿福祉課　介護保険係　　　　　　☎ 551-0281

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還猶予（滋賀県） 子育て応援課　児童・家庭福祉係　　☎ 551-0114

市営住宅使用料の徴収期間猶予 住宅課　住宅係　　　　　　　　　　☎ 551-0347

◆子育て支援

対象 制度 概要 申請期間 問合せ

児童扶養手当を受
給している、または
それと同等の所得
で児童扶養手当の
支給要件を満たす
ひとり親世帯の人

（養育者含む）

➡
【給付】
ひとり親世帯臨時特別給付金

【基本給付】
１世帯につき 50,000 円、第２
子以降１人につき 30,000 円を
加算
①令和２年６月分の児童扶養手
当が支給された人
②公的年金の支給額が児童扶養
手当の支給額を上回ることで、
令和２年６月分の児童扶養手当
が全額停止された人
※非課税の公的年金などを含め
た所得が児童扶養手当に係る支
給制限限度額を下回る人に限る
③新型コロナウイルスの影響を
受けて家計が急変するなど、令
和２年２月以降の収入が児童扶
養手当を受給している人と同じ
水準となっている人

【追加給付】
１世帯につき 50,000 円を支給
上記①②に該当し、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて
収入が大きく減少した人

８月３日～
令和３年

２月 28 日

申請手続き
【基本給付】
①…申請不要

②③…申請必要
【追加給付】

①②…申請必要

➡

子育て応援課
児童・家庭福祉係

☎ 551-0114
ＦＡＸ 552-9320

児童手当を受給し
ている人

➡
【給付】
子育て世帯への臨時特別給付金

令和２年４月分（３月分を含む）
の児童手当（本則給付）受給者
に対象児童１人当たり 10,000
円を支給

７月７日に支給
（公務員以外）
公務員の人は所
属庁の証明を受
け、11 月２日
までに市役所へ
申請書を送付

➡

《各種納付などの減免・猶予について》

新型コロナウイルス感染症の相談窓口

新型コロナウイルス感染症緊急対策

市民のくらし・経済支援対策

避難所対策

その他

福祉・医療施設などへの支援教育環境の整備

人権に関する相談窓口

新型コロナウイルス感染症による影響から市民生活と地域経済を守るため、本年５

月に第１弾として、74 億円規模の補正予算を編成しました。

今回は第２弾として、緊急的に３億円規模の補正予算を編成し、６月 29 日付で議会

で可決されました。引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、皆さ

まに安心をお届けできるよう全力で取組みます。

栗東市小規模事業者事業継続応援給付金※
〇売上高が減少している市内小規模事業者へ給付

栗東市セーフティネット資金利子補給金※
〇セーフティネット資金の融資を受けた市内中小企業

　などへ支払われた利子の一部を補助

高収益作物次期作支援交付金※
〇高収益作物（野菜・花き・果樹・茶）生産者へ支援

市議会議員の議会政務活動費の削減

特別職（市長・副市長・教育長）の期末手

当削減など

〇避難所における感染拡大防止用品購入

（避難所用テント、非接触型体温計、フェイスシー

ルドなど）

小中学校
〇小中学校８月分給食費無償化

〇熱中症対策（ウォーターサーバーの設置・ネックク

　ーラーの配布）

〇体育館の暑さ対策（冷風機・大型扇風機の設置）

〇衛生用品や空気清浄機の購入

〇健診検査具の減菌器購入

〇スクールサポートスタッフの配置

〇学校図書の充実

幼稚園
〇感染症対策衛生用品の購入

図書館
〇図書消毒器購入

市内事業者への支援 1 億 8,824 万円

防災活動推進事業 162 万円

教育施設への支援 5,566 万円
介護サービス事業者支援事業費補助金
〇感染症対策衛生用品の購入などの補助

障がい福祉サービス事業者支援事業費補助金
〇感染症対策衛生用品の購入などの補助

保育所
〇感染症対策衛生用品の購入・補助

地域子育て支援センター
〇感染症対策衛生用品の購入

医療機関への支援
〇サージカルガウンの購入

ひとり親世帯臨時特別給付金※
〇児童扶養手当を受給するひとり親家庭などに対し、

　対象児童数に応じた給付金を支給

生活困窮者などへの支援

（社会福祉協議会へ補助）
〇生活困窮者などへ食糧物資を支援

市民生活への支援 7,876 万円

福祉施設などへの支援 1,760 万円

補正予算の内容

一般会計　３億 3,569 万円

◦帰国者・接触者相談センター（受診に関する相談）

☎ 077-528-3621（毎日、24 時間）

ＦＡＸ 077-528-4865

「帰国者・接触者」に該当しない人や、新型コロナウイル

ス感染症に関する一般的な相談については、下記へお問い

合わせください。

◦一般電話相談窓口

滋賀県健康医療福祉部相談センター

☎ 077-528-3637（毎日、８:30 ～ 17:15）

ＦＡＸ 077-528-4865

新型コロナウイルスが感染拡大する中で、感染した人や

その家族などに対する不当な差別・偏見・いじめ・SNS な

どでの誹謗中傷はあってはなりません。

不確かな情報に惑わされ、人権侵害に繋がることのないよ

う、お互いを思いやる気持ちを持ち、冷静に行動しましょう。

◦みんなの人権 110 番（全国共通人権相談ダイヤル）

☎ 0570-003-110（平日８:30 ～ 17:15）

◦外国語人権相談ダイヤル（全国共通ダイヤル）

☎ 0570-090-911（平日９:00 ～ 17:00）

◦子どもの人権 110 番（全国共通ダイヤル・通話料無料）

☎ 0120-007-110（平日８:30 ～ 17:15）

◦栗東市いじめホットライン

☎ 077-554-0323（平日９:30 ～ 16:00）

新規

補正
予算額

第二次

栗東市からのお知らせ

問栗東市役所（代表） ☎ 077-553-1234 ＦＡＸ 077-554-1123

※印がついている支援策については、P ２ ～４をご覧ください。

- １ -- ４ -
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対象 制度 概要 申請期間 問合せ

りっとう元気アッ
プ応援券取扱店と
して登録しており、
感染防止対策、安
全・安心への取組
みを実施している
事業者

➡
【給付】★
りっとう元気アップ応援券取
扱店給付金

りっとう元気アップ応援券を市民
が安心して利用することができる
環境を推進するため支給
1 店舗あたり一律 5 万円

11 月 2 日～
令和３年

1 月 29 日
➡

栗東市商工会
☎ 552-0661
ＦＡＸ 553-5263

商工観光労政課
商工振興係

☎ 551-0236
ＦＡＸ 551-0148

国の「小規模事業者
持続化補助金（コロ
ナ対応型）」の採択
を受けた市内小規模
事業者

➡【補助金】★
小規模事業者持続化補助金

新型コロナウイルス感染症による
経営上の影響を受けながらも販路
開拓などに取り組む市内小規模事
業者に補助金を支給 随時 ➡

滋賀県中小企業振興
資金の融資を受けた
中小企業・小規模事
業者

➡
【利子補給】★
栗東市セーフティネット資金
利子補給金

新型コロナウイルス感染症の影響
により経営安定に支障を生じてい
る滋賀県中小企業振興資金（セー
フティネット資金）の融資を受け
た中小企業者などに利子補給を実
施　
毎年払い込み利子の一部を利子補
給（１年当たり１事業者につき上
限 15 万円）　補給期間は 36 か月
が限度

令和３年１月か
ら受付開始 ➡

商工観光労政課
商工振興係

☎ 551-0236
ＦＡＸ 551-0148

新型コロナウイルス
感染症により影響を
受けた中小企業・小
規模事業者

➡
【融資】
セーフティネット保証４号認
定

市内の事業者で、業績悪化（売り
上げが前年同月比 20％以上減少
している）などの要件を満たす事
業者に融資

12 月１日まで
※指定期間が延
長される場合が
あります

➡

➡
【融資】
セーフティネット保証５号認
定

指定業種に属する事業を行う事業
者で、業績悪化（売り上げが前年
同月比５％以上減少している）な
どの要件を満たす事業者に融資

令和３年
1 月 31 日まで

※指定期間が延
長される場合が
あります

➡

➡

【融資】
セーフティネット保証６項認
定

（危機関連保証）

市内事業者で、業績悪化（売り上げ
が前年同月比15％以上減少してい
る）などの要件を満たす事業者に融
資

➡

新型コロナウイルス
感染症の影響を受け
た事業主（全業種）

雇用調整助成金

事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、雇用の維持を図るため
の休業手当に要した費用（上限額
１人１日 15,000 円）を助成
◆助成率　
５分の４（中小企業）３分の２（大
企業）※解雇などを行わない場合は
10 分の 10（中小企業）、４分の
３（大企業）に上乗せ

12 月 31 日まで ➡

滋賀県労働局
☎ 526-8251

ハローワーク草津
☎ 562-3720

厚生労働省コールセ
ンター

☎ 0120-60-3999

新型コロナウイルス
感染症による影響
で、被害が見込まれ、
事業継続に支障をき
たしている林業・木
材産業者

【保証】
林業・木材産業災害復旧対策
保証

新型コロナウイルス感染症による
影響に対応するために必要な新た
な資金を保証

随時 ➡

（独）農林漁業
信用基金

林業信用保証
業務部業務課

☎ 03-3294-5585
☎ 03-3294-5586

新型コロナウイル
ス感染症により影
響を受けた中小事
業者

➡

【軽減】
令和３年度分の固定資産税・
都市計画税の軽減（事業用家
屋及び償却資産）

令和２年～ 10 月までの連続する
任意の３か月間の収入の対前年同
期比減少率が 30％以上の中小事
業者に、減少率に応じて軽減

①認定経営革新
等支援機関等の
確認依頼 : 随時
②市への申告:

令和３年１月４日
～2月1日

➡

税務課
資産税係

☎ 551-0105
ＦＡＸ 551-2010

新規

新規

対象 制度 概要 申請期間 問合せ

令和２年８月１日現
在、本市に住民登録
がある人

➡
【給付】★
りっとう元気アップ応援券の
配布

家計への支援と経済の活性化を図るた
め「新しい様式」の定着の取組みの一
助となるよう1人あたり3,000円分

（500円×６枚）の応援券を支給
①飲食店専用　1,000 円分
②一般店専用　1,000 円分
③全店共通　　1,000 円分

申請不要
【使用期間】
～令和３年
２月 28 日

➡

自治振興課
（りっとう元気アップ

応援券対応窓口）
☎ 518-6705
ＦＡＸ 551-0432

①接種日当日に生後
６か月以上から中学
３年生までの人
②妊婦

➡
【助成】★
季節性インフルエンザ予防接
種費用の助成

１回の接種につき 1,000 円を助成
◆助成回数
２回（生後６か月以上から 12 歳）
１回（13 歳以上）

令和３年
２月 28 日まで

➡

健康増進課
管理係 

☎ 554-6100
ＦＡＸ 554-6101

①接種日に満 65 歳
以上の人
②接種日当日に満
60 歳以上 65 歳未
満で心臓・腎臓・呼
吸器・ヒト免疫不全
ウイルスにより免疫
機能に障害があると
厚生労働省令で定め
るものに該当する人

【助成】★
高齢者インフルエンザ定期予
防接種の助成

１回の接種につき1,000円を助成。
これにより自己負担額が 500 円
◆助成回数
１回（接種回数を超えた場合全額
自己負担）

12 月 31 日まで ➡

全自治会 ➡
【補助金】★
自治会活動円滑化事業補助金

新型コロナウイルス感染症予防対
策として、「衛生環境に係る整備」
に資する費用の２分の１（上限
５万円）

令和３年
２月 28 日まで

➡

自治振興課
自治振興係

☎ 551-0290
ＦＡＸ 551-0432

学費の納入が困難な家
庭のうち、就学援助の
認定基準を満たした人

➡
【給付】
家計が急変した家庭に対する
就学援助費の認定・給付措置

直近の収入状況などを加味して審
査を実施し、就学援助対象者とし
て申請日の翌月から認定

令和３年
２月 26 日まで

学校教育課　庶務係
☎ 551-0130
ＦＡＸ 551-0149

失業や減収で住居を
失ったまたはそのお
それがある人

➡
【給付】
住居確保給付金

離職などにより経済的に困窮し、
住居を失った、またはそのおそれ
がある人に対し、住居確保給付金
を支給

随時 ➡

社会福祉課 
生活困窮者自立支援係

☎ 551-0118
ＦＡＸ 553-3678

➡
【その他】
市営住宅への入居（一時使用）

社宅などから退去となり住居を
失った人
募集する住戸 : ５戸

（安養寺団地 : ４戸、下戸山団地 : １戸）

随時 ➡
住宅課 住宅係
☎ 551-0347
ＦＡＸ 552-7000

失業や減収で生活が
維持できない人

➡
【貸付】
「緊急小口資金特例貸付」

限度額:一世帯20万円以内※条件有、
据置 :1 年以内、償還 : ２年以内
※無利子、保証人不要

【窓口受付】
12 月 28 日
17:15 まで

【郵便受付】
12 月 31 日
当日消印有効

➡

栗東市社会福祉協議会
☎ 554-6105
ＦＡＸ 554-6106

➡
【貸付】
「総合支援資金特例貸付」

限度額：単身世帯：月 15 万円以内、
２人以上：月 20 万円以内※条件有
期間：３か月以内、据置：１年以内、
償還：10 年以内
※無利子、保証人不要

➡

小学校などの臨時休
校などにより仕事
ができなくなった人

（保護者）

➡
【給付】
小学校休業等対応支援金

一定の要件を満たす「委託を受け
て個人で仕事をする人」（保護者）
に、１日当たり 4,100 円を支給

随時 ➡

学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助
成金コールセンター
☎ 0120-60-3999

受付時間 :
９:00 ～ 21:00

（土・日・祝日含む）

ひとり親家庭または
寡婦で、収入が減少
し生活が困難な人

➡
【貸付】
母子父子寡婦福祉資金貸付

「生活資金」（滋賀県）

直近３か月の給与の平均月収に就
労できない期間を掛けた金額（上
限 105,000 円／月、１年間を限
度とする）

随時 ➡

子育て応援課 
児童・家庭福祉係

☎ 551-0114
ＦＡＸ 552-9320

新型コロナウイルスに
感染し、会社などを休
み、給料・報酬が受け
られなかった人

➡
【給付】
国民健康保険傷病手当金

国民健康保険の加入者で、新型コ
ロナウイルス感染症に感染したこ
とによる療養のため、会社を休み
一定の要件を満たした人に支給

12 月 31 日まで ➡

保険年金課 
国民健康保険係

☎ 551-1807
ＦＡＸ 553-0250

➡
【給付】
後期高齢者医療制度傷病手当金

後期高齢者医療の加入者で、新型
コロナウイルス感染症に感染した
ことによる療養のため、会社を休
み一定の要件を満たした人に支給

12 月 31 日まで ➡

保険年金課
高齢者医療係
☎ 551-0361
ＦＡＸ 553-0250

新規

新規

新規

◆市民生活への支援

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策

７月 12 日の新聞折込（朝刊）でお届けした支援ガイドの最新版です。本市や国、県
の主な経済支援についてお知らせします。
一覧の中で、★印のあるものは、市独自の制度または市が国・県の制度に上乗せをす

る制度です。
制度の詳しい支援内容や具体的な申請方法については、各担当課へお問合せいただく

か、市ホームページをご覧ください。

※令和２年 10月 13 日現在の内容です

◆事業者への支援

市ホームページ
「栗東市生活支援ガイド」

項目 補助率

国補助金
3 分の 2 または４分の３

（上限 100 万円）
市上乗せ補助 3 分の 2（上限 33 万円）

最新版

新規

新規



11 月１日から「りっとう元気アップ応援券」がご使用いただけます

新しい生活様式の定着に向け、引き続きご協力をお願いします

内容 問合せ

市税の徴収猶予 税務課　納税推進室　　　　　　　　☎ 551-0107

国民健康保険税の減免 税務課　市民税係　　　　　　　　　☎ 551-0106

国民健康保険の病院等で支払う一部負担金の減免（入院費に限る）保険年金課　国民健康保険係　　　　☎ 551-1807

国民年金保険料の免除・猶予 保険年金課　年金係　　　　　　　　☎ 551-0112

後期高齢者医療保険料の徴収猶予、減免 保険年金課　高齢者医療係　　　　　☎ 551-0361

介護保険料の徴収猶予、減免 長寿福祉課　介護保険係　　　　　　☎ 551-0281

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還猶予（滋賀県） 子育て応援課　児童・家庭福祉係　　☎ 551-0114

市営住宅使用料の徴収期間猶予 住宅課　住宅係　　　　　　　　　　☎ 551-0347

◆子育て支援

対象 制度 概要 申請期間 問合せ

児童扶養手当を受給
している、またはそ
れと同等の所得で児
童扶養手当の支給要
件を満たすひとり親
世帯の人（養育者含
む）

➡
【給付】
ひとり親世帯臨時特別給付金

【基本給付】
１世帯につき 50,000 円、第２子
以降１人につき 30,000 円を加算
①令和２年６月分の児童扶養手当
が支給された人
②公的年金の支給額が児童扶養手
当の支給額を上回ることで、令和
２年６月分の児童扶養手当が全額
停止された人
※非課税の公的年金などを含めた
所得が児童扶養手当に係る支給制
限限度額を下回る人に限る
③所得の制限による児童扶養手当
の全額停止もしくは児童扶養手当
の申請をしていない人で、新型コ
ロナウイルスの影響を受けて家計
が急変するなど、令和２年２月以
降の収入が児童扶養手当を受給し
ている人と同じ水準となっている
人

【追加給付】
１世帯につき 50,000 円を支給
上記①②に該当し、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて収入
が大きく減少した人

令和３年
２月 26 日まで

申請手続き
【基本給付】
①…申請不要　

８月７日に支給済
②③…申請必要
申請後に審査し、

順次支給

【追加給付】
①②…申請必要
申請後に審査し、

順次支給

➡

子育て応援課
児童・家庭福祉係

☎ 551-0114
ＦＡＸ 552-9320

児童手当を受給して
いる人

➡
【給付】
子育て世帯への臨時特別給付
金

令和２年４月分（３月分を含む）
の児童手当（本則給付）受給者に
対象児童１人当たり 10,000 円を
支給

７月７日に支給
済（公務員以外）
公務員の人は所
属庁の証明を受
け、11 月２日ま
でに市役所へ申
請書を送付、順
次支給

➡

《各種納付などの減免・猶予について》

新型コロナウイルス感染症の相談窓口

新型コロナウイルス感染症緊急対策

市民のくらし・経済支援対策

人権に関する相談窓口

新たな対策として、生後６か月以上から中学３年生まで、妊婦、高齢者を対象としたインフルエンザワ
クチン接種費用や、自治会への感染予防対策に要する費用の一部補助など新たな事業を創設しました。

また、りっとう元気アップ応援券の取扱店舗が実施する新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、利用
者の安全・安心への対策を支援します。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、皆さまに安全・安心をお届けできるよう
全力で取り組みます。

りっとう元気アップ応援券取扱店給付金

〇自治会活動での感染予防対策に対して、自治会
への補助金を交付

〇りっとう元気アップ応援券の取扱店として登録した事業者に、市民が安心して利用することができる
環境を推進するための費用として、給付金を支給します。

〇季節性インフルエンザ予防接種費用の補助
   （対象：生後６か月以上～中学３年生まで・妊婦）
〇高齢者インフルエンザ定期予防接種の助成

自治会活動円滑化事業補助金インフルエンザ予防接種費用の助成

 ● 帰国者・接触者相談センター（受診に関する相談）

☎ 077-528-3621（毎日、24 時間）

ＦＡＸ 077-528-4865

「帰国者・接触者」に該当しない人や、新型コロナウイル

ス感染症に関する一般的な相談については、下記へお問い

合わせください。 ● 一般電話相談窓口

滋賀県健康医療福祉部相談センター

☎ 077-528-3637（毎日、８:30 ～ 17:15）

ＦＡＸ 077-528-4865

新型コロナウイルス感染症に関連して、不確かな情報に惑わ

され、人権侵害に繋がることがないよう、お互いに思いやりの

気持ちを持ち、正確な情報をもとに、冷静に行動しましょう。 ● 新型コロナ人権相談ほっとライン（専用相談窓口）

☎ 077-523-7700（平日 : 月～水・金 10:00 ～ 16:00）

メ ー ル 相 談 受 付 …https://www.shigajinken.or.jp/

coronasoudan-guide.html ● みんなの人権 110 番（全国共通人権相談ダイヤル）

☎ 0570-003-110（平日８:30 ～ 17:15） ● 外国語人権相談ダイヤル（全国共通ダイヤル）

☎ 0570-090-911（平日９:00 ～ 17:00） ● 栗東市いじめホットライン

☎ 077-554-0323（平日９:30 ～ 16:00）

栗東市からのお知らせ

問栗東市役所（代表） ☎ 553-1234 ＦＡＸ 554-1123

発行日：2020（令和２）年 11 月 1 日
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扱
店

取扱店一覧（※別紙折込）を見
て利用したい店舗やサービスを
選びます。栗東の知らなかった
ところを知るチャンス！

店舗によっては使える券種が異
なります。３種類の応援券の
うち、どの応援券が使えるかを
チェック！

感染症対策をして出かけましょ
う。黄色いのぼりやステッカー
が取扱店舗の目印です。

３密を避けた行動を 換気をしましょう 咳エチケット こまめに手洗い

①お店をチェック ②券の種類を調べる ③お店で使おう

もしサポ滋賀 接触確認アプリ

（COCOA）

※最新の取扱店情報は市ホームページ

をご確認ください。 問自治振興課（りっとう元気アップ応援券対応窓口）☎ 518-6705 ＦＡＸ 551-0432


